
仕 様 書 

 

１ 件名      災害時応急物資購入（非常食） 

 

２ 規格・数量等  別紙１、別紙２、別紙３のとおり 

 

３ 納入場所    南房総市役所本庁、朝夷行政センター、各地域センター 

         （１）南房総市が指定する場所に納品すること。 

（２）納品時の梱包材等は、特段の指示がない限り、引取り処分とすること。 

 

４ 納品期限    令和８年１０月３０日（金） 

（１） 期限にかかわらず、準備ができ次第納品すること。 

 

５ その他の注意事項 

（１）納入等に係る経費を見積金額に含めること。 

（２）納入日時の詳細は、落札後に打合せを行うこと。 

（３）納品に際し、安全な作業環境の確保及び周辺に対する施設利用者の安全に配慮すること。 

（４）納品に際し、施設に損傷を与えないように注意すること。施設に損傷を与えた場合は、速やか

に担当課に報告し、指示を受けること。 

 

６ その他 

この仕様書について疑義が生じた場合又はこの仕様書に定めのない事項が生じた場合については、

消防防災課及び受注者が協議の上、定めるものとする。 

 

７ 連絡先  

南房総市市民生活部消防防災課 TEL 0470-33-1052 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

 

１．品 名  アルファ化米 

 

２．数 量 

品目 数量 

（１）アルファ化米（わかめご飯） ４４箱（２，２００食） 

（２）アルファ化米（五目ご飯） ４４箱（２，２００食） 

（３）アルファ化米（野菜ピラフ）  ３５箱（１，７５０食） 

（４）アルファ化米（白がゆ） ２５箱（１，２５０食） 

 

３．規 格 

 （１）スタンディングパウチのアルミ包材に１食分が入っていること。 

 （２）１袋に対しスプーン１本を内包していること。 

 （３）国産米１００％使用していること。 

 （４）お湯（熱湯）を注いで約１５分、水なら約６０分で復元すること。 

 （５）アルファ化米（白がゆ）は加水量を変えることで、おかゆとやわらかご飯の２通り作成でき

ること。 

 （６）アルファ化米４品目は、すべて同一メーカーで統一すること。 

 （７）アレルギー特定原材料等２９品目を使用していないものであり、使用していないことを記載

した製造元発行の品質保証書を提出すること。 

（８）製造元は、食品安全認証財団が開発した食品安全についての国際規格として定めた FSSC22000

（食品安全マネジメントシステム）及び ISO22000 の認証を受けているものとし、審査登録証（写）

を提出すること。 

（９）日本災害食学会認証商品及びハラール認証商品であることを個包装単位に表示していること。 

（10）製品の包材は、公益財団法人日本環境協会が認定するエコマークを取得しているもので、認

定マークを個包装単位に表示していること。 

 （11）賞味期限は、納入日から５年以上とすること。 

 （12）納入日より３ヶ月以内に製造されたものであること。 

 （13）納入はダンボールで行い、１箱に５０食入とすること。 

 （14）梱包したダンボールの隣り合う２面に以下の例による表示を記載又は貼付すること。 

表示例 

 

 

 

 

 

 

〈参考品〉 

アルファー食品株式会社（わかめご飯、五目ご飯、野菜ピラフ、白がゆ） 

※参考品以外で入札する場合は、同等品以上の性能であることとし、事前に消防防災課の承諾を得

ること。 

品名 アルファ化米（○○） 

内容（数量） １食×５０袋 

製造会社 ○○食品 

納入業者 ○○会社 

納品年月 ２０○○年○月 

賞味期限 ２０○○年○月 



別紙２ 

 

１．品 名 レトルト米飯類（かゆ） 

 

２．数 量 

品目 数量 

（１）白がゆ（レトルト） ４２箱（１，２６０食） 

 

３．規 格 

 （１）内容量は１袋につき２００グラム以上であること。 

（２）１袋あたりの熱量は６１キロカロリー以上であること。 

（３）国産米１００％使用していること。 

 （４）ダンボールに付属のスプーンを使って、調理不要でそのまま食べられること。 

（５）アレルギー特定原材料等２９品目を使用していないものであり、使用していないことを記載

した製造元発行の品質保証書を提出すること。 

（６）製造元は、食品安全認証財団が開発した食品安全についての国際規格として定めた FSSC22000

（食品安全マネジメントシステム）及び ISO22000 の認証を受けているものとし、審査登録証

（写）を提出すること。 

（７）日本災害食学会認証商品及びユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」認証商品である

ことを個包装単位に表示していること。 

 （８）賞味期限は、納入日から７年以上とすること。 

 （９）納入日より３ヶ月以内に製造されたものであること。 

 （10）納入はダンボールで行い、１箱に３０食入とすること。 

 （11）梱包したダンボールの隣り合う２面に以下の例による表示を記載又は貼付すること。 

 

表示例 

 

 

 

 

 

 

 

〈参考品〉 

アルファー食品株式会社（白がゆレトルト） 

※参考品以外で入札する場合は、同等品以上の性能であることとし、事前に消防防災課の承諾を得

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

品名 白がゆレトルト 

内容（数量） １食×３０袋 

製造会社 ○○食品 

納入業者 ○○会社 

納品年月 ２０○○年○月 

賞味期限 ２０○○年○月 



別紙３ 

 

１．品 名  袋入りパン 

 

２．数 量 

品目 数量 

（１）袋入りパン（プレーン）  ４２箱（１，５１２食） 

（２）袋入りパン（メープル）  ４０箱（１，４４０食） 

（３）袋入りパン（チョコ）  ３８箱（１，３６８食） 

 

３．規 格 

 （１）内容量は１袋につき７０グラム以上であること。 

（２）１袋あたりの熱量は２５０キロカロリー以上であること。 

 （３）調理が不要で開封後すぐに食べられること。 

 （４）賞味期限は、納入日から５年以上とすること。 

 （５）袋入りパン３品目は、すべて同一メーカーで統一すること。 

（６）日本災害食学会認証商品であることを個包装単位に表示していること。 

（７）製品の包材は、公益財団法人日本環境協会が認定するエコマークを取得しているもので、認

定マークを個包装単位に表示していること。 

 （８）納入日より３ヶ月以内に製造されたものであること。 

 （９）納入はダンボールで行い、１箱に３６食入とすること。 

 （10）梱包したダンボールの隣り合う２面に以下の例による表示を記載又は貼付すること。 

 

表示例 

 

 

 

 

 

 

 

〈参考品〉 

尾西食品株式会社 ひだまりパン（プレーン、メープル、チョコ） 

※参考品以外で入札する場合は、同等品以上の性能であることとし、事前に消防防災課の承諾を得

ること。 

 

 

 

 

 

品名 ○○パン 

内容（数量） １食×３６袋 

製造会社 ○○食品 

納入業者 ○○会社 

納品年月 ２０○○年○月 

賞味期限 ２０○○年○月 


